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公益社団法人日本看護協会（会長・秋山智弥、会員 73万人）は 3月 5日、厚生労働省の

森光敬子医政局長と岸本武史労働基準局長、田中佐智子雇用環境・均等局長に、同 10日に

は文部科学省の合田哲雄高等教育局長に｢令和 9年度予算・政策に関する要望書｣を提出し

ました。報道関係の皆さまにおかれましては、要望の趣旨をご理解いただき、さまざまな

機会にご紹介いただきますようお願い申し上げます。 

■厚労省医政局 

 労働人口が減少する中、人々が適切な医療や看護、介護を受

けるには、医療と介護の連携の要となる看護職がやりがいを

持って働き続けられる環境の整備が欠かせません。しかし、看

護職員の賃金は依然として一般労働者より低く、質の高い医

療・看護を維持・確保するためには、一層の処遇改善が求めら

れます。 

また、人々の安全・安心を支えるため、看護職の役割と活躍

の場はこれまで以上に拡大し、高度化していることから、看護

実践能力の向上が不可欠であり、基礎教育の強化は喫緊の課

題です。そして将来にわたっては、地域で必要な看護職を確保するため、偏在是正をはじ

め総合的な対策を速やかに講じることが必要です。こうした課題に対応するため下記 3点

を重点要望事項として掲げ、看護提供体制全般に係る全 11項目を要望しました。 

秋山会長は「全産業との賃金格差の解消は進んでおらず、夜勤手当額は 10年以上ほとん

ど上がっていない。夜勤負担の軽減に向けた財政支援をお願いしたい」と述べました。ま

た、看護師基礎教育については、少子化および大学志向により看護師養成所は定員割れが

深刻化し、卒業者の新人看護師の離職率が高い現状もあるとした上で「看護師基礎教育の

４年制大学化」を求めました。さらに「保健師・助産師教育についても高度な専門的能力

が不可欠であり、大学院化が必要」と訴えました。加えて看護職の偏在是正については「医

師偏在の是正に向けた取り組みと同様に、総合的な偏在対策の策定と必要な予算措置をお

願いしたい」と要望しました。 

 
看護職員の職務に見合う処遇改善を 

厚労省医政局、労働基準局、雇用環境・均等局へ要望 

森光医政局長（右）に 
要望書を手渡す秋山会長 

文科省高等教育局へ要望 

大学4年間での看護師基礎教育の推進 

保健師・助産師基礎教育の大学院化を 
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森光医政局長は「処遇改善については、経済対策を踏まえた補正予算や令和 8 年度診療

報酬改定で措置され、夜勤手当にも配慮している。さらなる処遇改善に向けて一緒に取り

組んでいきたい」と応じました。また、看護師基礎教育に関しては、養成所の状況は認識

しており、各県ごとに必要な養成数や教育内容などについて議論が必要とした上で「保健

師・助産師の大学院化は期待するが、実務的に考えると希望者が減るのではないか」とい

う懸念を示しました。偏在是正については「養成や確保に向けた今後の議論の中で、貴会

だけでなく都道府県看護協会とも協力しながら進めていきたい」と述べました。 

 

 

 

 

 

 

■厚労省労働基準局 

 少子高齢化が進展し生産年齢人口が減少する中、必要な労

働者を確保するためには、勤務形態を問わず、一人ひとりの労

働者が健康を維持し就業を継続できる環境整備が不可欠で

す。特に夜勤・交代制勤務を行う労働者については、医療・介

護などの現場で人材確保が難しくなっており、労働者の健康

と安全に配慮した施策の充実が求められます。併せて、メンタ

ルヘルス対策や仕事と治療の両立支援など、さまざまなニー

ズに対応する産業保健の実施体制の整備も急務です。本会は全

ての労働者がいきいきと働き続けられるよう、下記 2 点につい

て要望しました。 

秋山会長は夜勤・交代制勤務ではインターバルの確保が難しい現状を示し「夜勤は、WHO

（世界保健機関）も発がん性のリスクがあることを明らかにしており、メンタルヘルスの

不調など身体的にも精神的にも影響が大きいことが分かっている。そのため、十分な休息

時間を確保し、ストレスを軽減するためにも勤務間インターバルの確実な確保を進めてい

くことが重要である」として、労働基準法によるインターバル制度の義務化を求めました。

また、夜勤時間に応じて総労働時間が短縮されている海外の事例をふまえ、日本において

も夜勤負担軽減のために、夜勤時間数に応じた法定労働時間の短縮を求めました。 

岸本労働基準局長は、勤務間インターバルについて「インターバル確保に向けた支援金

を出すなど導入支援に力を入れているところ。義務化するのか、支援策で進めていくのか

は論点の一つであり、要望の内容も踏まえて議論していく」との考えを示しました。また、

産業保健については「2025年の労働安全衛生法改正のストレスチェック制度の猶予措置は

3 年のため、実態把握の調査をする予定。調査結果によっては検討の場を設けることも検

討したい。地域産業保健センターについては、従業員 50 人未満の事業所の支援機関として

強化していく。基礎研修の受講呼び掛けも行うが、どのように展開するのが効果的かを検

討していく」と述べました。 

岸本労働基準局長（右）に 
要望書を手渡す秋山会長 

《重点要望事項》 

〇 医療・介護等に従事する看護職員の職務に見合う処遇改善 

○ 看護師基礎教育の4年制大学化並びに保健師・助産師基礎教育の大学院化 

○ 偏在対策等の推進による看護職の確保 
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■厚労省雇用環境・均等局 

少子高齢化が進展し生産年齢人口の減少する中、ライフ

ステージや働き方を問わず、健康とワーク・ライフ・バラン

スを確保し、誰もがいきいきと働き続けられる環境整備が

求められています。特に夜勤・交代制勤務を行う労働者の負

担軽減は、健康と安全をまもる上で喫緊の課題です。さら

に、育児・介護などと仕事の両立支援や、育児休業者の勤務

を代替する職員への支援など、再就業や就業継続を後押し

する施策の推進も欠かせません。そのため本会は、夜勤・交

代制勤務者の負担軽減策の実施など、下記 3 点について  

要望しました。 

秋山会長は「夜勤者確保が困難となっている現状を踏まえ、夜勤・交代制勤務者が健康

でやりがいを持って働き続けられるよう、夜勤・交代制勤務の負担軽減策を労働時間等設

定改善指針に明記していただきたい。具体的には、夜勤時間数に応じた所定労働時間の短

縮や、十分な休息の確保に必要な年間休日数の増加と併せて、現場が参考にできる夜勤回

数・時間などの具体的な数値の明示などが必要である」と訴えました。また、深夜業の制

限に関する職場支援拡充については「両立支援等助成金の支給対象を広げ、夜勤を代替す

る労働者へ手当の支給や代替人員の雇用を拡充していただきたい」と要望。さらに、看護

職員の平均年齢は 44歳を超え、家族の介護をする者が増えている現状を示した上で「仕事

と両立しながら長く働き続けられるよう、育児・介護休業法を改正し、介護のための所定

労働時間の短縮措置を義務化すべき」と要望しました。 

大隈大臣官房審議官（雇用環境、均等担当）は、看護職の労働状況や各要望事項に理解

を示す一方、「法改正や指針改正については全産業の状況を踏まえ検討していきたい」と述

べました。また夜勤・交代制勤務者に関する好事例の収集・周知は重要であるとして、知

見の提供など本会への協力を求めました。 

雇用環境・均等局長宛の同要望書は大隈俊弥大臣官房審議官（雇用環境、均等担当）に

手渡しました。 

 

 

 

 

 

 

大隈大臣官房審議官（右）に 
要望書を手渡す秋山会長 

《要望事項》 

1. 労働基準法の改正に向けた検討  

・勤務間インターバル制度導入の義務化  

・夜勤時間数に応じた法定労働時間の短縮  

2. 産業保健に関わる保健師等の法的な位置づけの明確化と保健師の活用の推進 

《要望事項》 

1. 夜勤・交代制勤務者の負担軽減策の実施  

2. 両立支援等助成金における「深夜業の制限」に関する職場支援の拡充  

3. 介護のための所定労働時間短縮の措置義務化 
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■文科省高等教育局 

高齢化の進展に伴う患者像の複雑化や地域包括ケアシス

テムの推進により、人々の療養の場は医療機関から地域のさ

まざまな場へと広がっています。こうした変化に対応するた

め、看護職には、患者・利用者の状態を的確に観察・判断し、

適切に対応するための高い実践能力が求められています。 

一方、看護系大学では看護師基礎教育と保健師・助産師基

礎教育を併せて行う統合カリキュラムが多く、各課程に必要

な教育時間の確保が十分でない場合もあります。こうした状

況を踏まえ、本会は、大学における 4年間の看護師基礎教育

の推進および、保健師・助産師基礎教育の大学院化を要望しました。 

秋山会長は「複雑化する保健・医療ニーズに対応し、国民に質の高い看護を提供し続け

るためには、保健師・助産師・看護師一人ひとりが高い実践能力を備えることが不可欠で

ある。社会から期待される役割を果たす看護職を養成するため、大学および大学院におけ

る教育体制の充実を推進していただきたい」と訴えました。 

 合田局長は、要望事項は理解したとした上で「2040 年に向け、18歳人口がさらに減少す

る中で、地域における実需にしっかり応えられるようにしていく必要がある。厚生労働省

とも連携しながら医療人材の確保について検討していきたい」と述べました。 

 

 

合田局長（左）に 
要望書を手渡す秋山会長 

《要望事項》 

1. 大学における4年間の看護師基礎教育の推進 

2. 保健師基礎教育の大学院化 

3. 助産師基礎教育の大学院化 



厚生労働省

医政局長森光敬子殿

労働人口の減少が進む中にあって、すべての地域、あらゆる世代の人々が、適切に医療

や看護、介護を受けられることを目指すには、それらを支える提供体制、とりわけ医療と介護

の連携の要となる看護職がやりがいを持って働き続けられる環境整備が欠かせません。医

療・介護に従事する看護職員の賃金は一般労働者に比べて低水準にとどまっており、人材

並びに提供する医療・看護の質の維持・確保には、さらなる処遇改善が必要です。また看護

職のかねてからの課題である夜勤負担の軽減と夜勤者の確保については、改善に向けた

現場への支援に猶予はありません。

そして将来にわたり地域で必要な看護職を確保していくためには、看護職の偏在是正を

はじめ総合的な対策を速やかに講じることが必要です。

そして人々の安全・安心な生活を支えるため看護職に求められる役割や活躍の場は、こ

れまで以上に拡大し、高度化しています。こうした社会からの期待に応えるためには、多様

な場において患者・利用者の状態を的確に観察・判断し、状況に応じて適切に対応できる

看護実践能力の向上が不可欠であり、基礎教育の強化は喫緊の課題です。

令和9年度予算・政策に関する要望書

公益社団法人

会長

令和 8年3月5日

日本看護協

秋山智予

語董日
棚崩
当念言

以上より、令和9年度予算案等の編成、政策の策定にあたっては、以下の重点要望事項

3 点を強く要望するとともに、看護提供体制全般に係る全 H 項目について、その実現に向

け格別のご高配を賜りますよう要望いたします。

0医療・介護等に従事する看護職員の職務に見合う処遇改善

0看護師基礎教育の4年制大学化並びに保健師・助産師基礎教育の大学院化

0偏在対策等の推進による看護職の確保

重点要望事項



★1

★2

★3

医療・介護等に従事する看護職員の職務に見合う処遇改善

看護師基礎教育の4年制大学化

保健師基礎教育の大学院化

助産師基礎教育の大学院化

准看護師養成の停止及び准看護師制度に関する課題解決

ナース・プラクティショナー制度創設に向けた検討

在宅療養を支える看護サービス基盤の確保

全国医療情報プラットフォームにおける看護に関する情報の標準化、

実装の推進

偏在対策等の推進による看護職の確保

看護職の就業促進・潜在化防止に向けたシームレスな支援の強化

ナースセンターの利便性向上・機能強化

要望事項

(★は重点要望項目)

★9

10

H

4
 
5
 
6
 
7
 
8

★



1.医療・介護等に従事する看護職員の職務に見合う
処遇改善

.医療・介護に従事する看護職員の賃金が一般労働者(産
業計・大卒)1こ比べ低水準であることを鑑み、看護人材の
確保・定着に向け、さらなる処遇改善と施策の拡充を図ら
れたい。

●夜勤に従事する看護職員については、夜勤手当等の処遇
が十分ではなく、人材確保困難や夜勤者の負担増が課題
となっている。24時間の安全な看護提供体制.を維持するた
め、多様な夜勤形態の導入、夜勤負担軽減策の実施等、
夜勤者の処遇改善に資する取組みへの財政支援を講じら
れたい。

年代別全産業と看護師の比較 1 きまって支給される給与締間外手当、夜勤手当等を含む)

看護師の給与は、20歳代は全産業労働者伏卒)を上回るものの、30歳代で逆転し、その後
は格差が広がる。看護師の就業者数が最も多い40歳代後半では、夜勤手当等を含めても、
全産業労者と比べて95万円の差が生じる。
.2023年度と2024 度を比較すると、40歳代以降の差は一層拡大している。

【2024年度:きまって支給される給与額(年代別、全産業(大卒)・看護師比較)】
単位:万円ノ月 【2023年i卜ど2024年i1の、;与差比較】
55.1

全産(大卒)ど.護師;与差がより拡大している55万円

進まない看護職員の一上げ

C 2026 Japanese Nursi"宮 Assoclation

9.5

50万円

1。.911・8

^全産業(大卒)(2024年)

看護師(2024年)
16.1

12.フ

45万円

40万円

35万円
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31.5

34.8
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40.9

36.1

48.8

44.0

51.6
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27.2

31.9

35.4 35.5

36.9

9.5万円の差

9.2
39.8
39

42.3

⑳N年度
ーらに給与差拡大1

き 2026 、1epa lese Nursln三 Assoctatlo

34.4

10万円

5万円

40~44歳 45~49歳 50~54歳 55~59歳

2023年2024年

出典:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」データに基づき、日本看護協会にて作成。
きまって支給される給与額」は、労^約、京t業規貝"等によってあらかじめ定められている
支給条件、算定方法によって支給される現金給与額であり、これには、基本給、職務手当
精皆勤手当、通動手当、家族手当などが含まれるほか、超過労働給与額(時間外勤務
手当、深夜勤務手当等)も含まれる。

フ.0

6.9

0万円

8.5



手当額( 1回あたり)は10年以上、ほとんど上がっていない。病院勤務看護職員
夜勤を担う、あるいは続けることを可能とする条件として、「納得感のある手当の支給肋辺1.4%で最も多く、次いで「夜
明けの翌日が必ず休日のシフト」39.フ%、「中に十分な休・仮眠が確保できる」35.6%であり、夜勤者の休日や
夜勤中の休憩.仮眠の確保が可能となるよう、看護提イ共体制の見直しや多様な人材の確保、仮眠室の整備などが急がれる。

夜勤手当釈夜勤1回あたり)の推移】

確保に向けて求められる対策

14,000円

12,000円

10,000円

8,000円

6,000円

4,000円

2,000円

0円

5; 53、ー5,0664,9534,913 50 3

4,76 4,149 4,0904,190 3,9833,936

2交代3交代・深夜動3交代・準夜動

2024年2023年2006年2011年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年

出典:各年の「病院看護実態調査」「病院における看護職員需給状況調責」、「2024年度看護職員の賃金こ関する実態調査」(いずれも日本看護協会)より作成
※2006年~2020年は、深夜時問帯(22時から5時まで)の割増賃金を除いた手当金額・'2023年・2024年ネ深夜時間帯(22時から5時まて)の割増賃金を含んだ手当金額

【看護職が夜勤を担う、あるいは夜勤を続けることができる条件】

10,319
11,276 11穐1510,859

5,490

4,399

深夜時間帯の

10,711

5,259

手当あ る

明けの翌日が必ず休日のシフトとなる

夜勤中に十分な・仮眠が確保できる

納

5,715

4,567

10,フ72

金を除いた金額

10,999

月あたりの夜勤回数を選択てきる

11019 11,026 11,286

)(上位8位までを抜粋) n=4,430

41.4鮠夜勤後は定時て退勤することができる 1939、0

14.09、039.7g6 夜勤を行う曜日を選択できる

35.6貼夜勤回数が多くなるほど、夜勤手当の増額または夜勤 112qo
手当以外の手当力域給される

6.69'021.69'0 どのような条件力墜っても夜勤はできない

2026 Ja anese NU門lr唱 ASS。ci3ti。n 出典:日本看護協会「2025年看證職員実態調査」(暫定値)
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5.准看護師養成の停及び准看護師制度に関する

課題解決

●局齢化の進展等により患者像が複雑・多様化する中

において、安全・安心な看護を提供するため、准看護

師養成を停止されたい。

准看護師養成所の定員充足率は53.8%と低い。20年間で養成所

数は約4割、入学者数は約7割減少しており、准看護師養成所の

学生募集を停止した県は、全国において10県に増加している。

准看護師養成所卒業者の約3割は、就職せずに看護師資格取得に

向けて進学をしている。一方、病院において准看護師を募集す

る理由は「看護師が不足している」が挙げられ、看護師を求め
ている 0

准看護師からは「夜勤は准看護師のみで、指示を出す看護師が

おらず不安」などの声も挙がっている。

84.2%

准看護師養成所数と入学者数の推移

准看護師養成所の入学・卒業の動向と准看護師の募集状況

40卯0

35卯0

30卯0

25mo

20mo

15mo

10伽0

2卯5年から2025年の変化

学校數:295校→122埜

入学者數 13,325人ヲ3,603人

で 2026 Japane5e Nur5m宮 A5$ociatl0Π

50伽

0

1970

准君壊師学校養成所入学者叡(衛生君誤料を含む

看傾師学校萱成所叡(看懐科を含む)

出典:2025年厚生労働省「看姪師等学校養成所入学状況及び卒案生就業状況調査」
第8-1表、第お.1表、第301 入学状況

准看護師養成所の卒業状況

、

12

1980

学校数は4割減少
入学者は7 1減少

卒業しなかつた者
864人(16.フ%)

1990

800

700

600

500

400

300

200

100

0

養成課程別の定員充足率

加
2000

120 0

】10 0

100 0

2010

卒業者数 4.304人
(83.3%)

准看護師以外で就業

58人(1.3%)

90 0

80 0

出典.2025年厚生労省「看護師等学校養成所入学状況及び卒案生就案状況調査」
第13表卒案生就業状況、設置主体別(准看護師課程)

C 2026 Japanese NUI'sln宮 AS$OC旧tlon

2020

進学 1,271人
(29.5%)

卒業者の

約3割が
就職せずに
すぐに進学

70 0

'、 53.50 0

'や"ト郭ゞ゜'P ゞ)年ゞ

*准看護師養成所が学生募集を停止した県は、2025年度岩手県、
を含む10県となった。

准看瞳師の理由れ=1,969(複数回答)

60 0

94.9

出典・令和4年3月「准看護師の案務に関する実態胆査」日本看護協会
全国4β仇病院からの回答の集計結果

その他
293人
(6.800.^ー

^
^
^

3年課程養成所

^
^

入学者のうち准看護師と
して就業するのは
51.900 のみ

として就業

2,6 2人(62.3%)

看護師が不足している

看護師のキャリア支援(進学を前提)

経営上の都合

准看護師が必要である

その他

無回答

^
^
^

'

准看'師の

理由は「看護師が

不足している」ため
である

^

准看緩師課程

^
^
^
^

99.フ

^
^
^
^
^
^

22.4%

19.8%

15.1%

53%

0.8%

ル
ー
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6.ナース・プラクティショナー佑1,度創設に向けた検討

● 2040年やその先を見据え、局齢者救急、・在宅医療の需

要等が増加する中、良質かつ適切な医療を効率的に

提供できる体制を確保し続けるため、ナース・プラクティ
ショナー1)制度創,設に向けた検討の場を設置されたい。

多くの地域で今後も在宅医療の需要、高齢者の救急搬送件数は増
加する見込み2)。7割以上の訪問看護ステーションにおいて、医師の
指示を得られず利用者の症状が悪化した事例がある3)。

OECD諸国では、ナース・プラクティショナー制度創設により、医療
へのアクセス向上、入院率や再入院率減少、医師の負担軽減等の
効果があることが示されている4)。

之1,弧

大学院における専門課程を修了し、ナース・プラクティショナーの免許を取得又は登録をし、一定範囲の医療提供を担う看護師。
第7回新たな地域医療構想等に関する検討会(令和6年8月26日)資料1
日本看護協会「2019年訪問看護における看護師のケアの判断と実施に関する実態調査」
OECD Health workin宮 Papers NO.165 "Advanced practice nursing in primary care in oECD countrie$: Recent developments and persistin宮
implementation cha11enge$

フフクフ・イショナー制度創信斐の必要性

<増加する在宅医療の需要>

1200

年齢階級別の訪問診療患者数の将来推計

1000

800

600

802

C 2026 dapane5e Nursing AS50ci乙ti0Π

Maier, Cリ L. Aiken and R. Busse (2017 "Nurses in advanced role51n primary care".
OECD Health working papers, NO.98 " ur5es in Advanced Roles".
OECD Health working pepers NO.165 "Advanced pradice nursin in pnma:Y cere in oECCountne5: Recent develo ments andpersisun91mplemen始Uon 31ヨ11enges".Sin9aporeNursingBoara}kームヘーシ 1

400

<利用者の症状悪化に対応していくために、ナース・プラクティショナー制度創設を>
■7割以上の訪問看・ステーションが、医師の指示が得られず、症状が

公的貞格制度アメリカ、カナダ、アイルランド、オーストラリア、悪化した事例が「ある」と回答一,釦
かある国ニユージーランド、オランダ、シンガボール*等^".T

゛轟昏ケ,^・●●ケフ^ケア 13嘘ファ■"ファ.再'撃口,畳ケア^電窒1酔、'にし,負て4肯電ケフ庄

■利用者の状態が変化したときの看師から医師への連絡が困難

200

年

出典:第7回新たな地域医療構想等に関する検討会令和6年8月26日資料1
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出典

<増加する高齢者の救急搬送件数>
年齢階級別の救急搬送の件数の将来推計
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出典:第7回新たな地域医療想等に関する検討会令和6年8月26日資料1
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フ.在宅療養をえる看護サービス基盤の確保

●在宅療養者の増加や医療二ーズの局度化を踏まえ、
在宅医療を支える訪問看護及び看護小規模多機能型

居宅介護(以下、看多機)を基盤とした、医療提供体制

の強化が必要である。

●ついては、以下について検討されたい。
1 医療二ーズへの対応に不可欠なサービスとして、看多機、
訪問看護を医療法に位置付ける

2 訪問看護総合支援センター等を活用した人材育成・支援体制
の整備

在宅療養を支える看護サービスの基盤確保

訪問看護の利用者数は2023年の74万人から2040年には94万人への増加が見込まれる。訪問看護ステーションの指定数は年々増加しているものの、従業員の
確保力咽難等の理由により廃止・休止のステーションも増加しており、人口5万人末満の市町村においては訪問看護ステーションが存在しない市町村もある。限られ
た資源の中、効率的に質の高い在宅医療を提供できるよう、各都道府県の実情に応じた人材確保も含めた体制の整備が求められる。訪問看護の経営支援や人
材確保、質の向上を目的とした訪問看護総合支援センターは、類似組織も含め全国で38か所設置されている。

看多機の利用者数は2023年の2万1千人から2040年には3万6千人への増加が見込まれる。一方で、看多機事業戸斤数は全国で1,103か所まで増加している。
看多機は、退院・退所直後の在宅生活へのスムーズな移行支援や、医療的ケアを必要とする療養者の在宅生活の継続支援等、療養者の状態や生活環境の変
化{こ応じて柔軟にサービスを提供している。

看多機亊業戸斤数の推移

事貞断釦

2026 JaP3nese Nursi内g Association

出典 〔2012~2016
〔20」6~2025

介護者が介證するためΦ助昌

退院・1邑゛f直後の往宅生活へのスムーズな移行

利用者へのサービス提供にょる介看に刈するレス Cイトケアの提供

医療的ケアの多L瞭姜者6在宅生活の継窺支檀

取りと看取りに向けマ支榎

状雁不安定な療養者の在宅生活う継扶支纈

黒蓑埠堺整侃0支援

地1或住民に問かれた相談の場0提供

看多機事業所が提供している機能・役害1

霞給付費実Ⅱ調査よ'複合型サーピス矩期判用以外の躋求事真岩融
謹給村費等寒鱈統計よ'復合型一ーピス(短期申用以外の諸求事案看蠢

"

20.0 400 60.0 8000.0

令和6年度厚生労劃当老健窯「看埋小規榎多磯能型居宅介謹の更むる普及と概饒強化に関オる調査研究
車靈」(三憂UF」りサーチ&コンサJLテーング)

出典

訪問看護総合支援センターの目的・桜能

目的

1 経営支楓

2.人材確保

樋能(例)

1)畢業所運営晶盤整偏支捜(マネジメント胡修や相談窓口等による管理者支援等

倫所の開殴支擾2)訪問
(斬設の牢業所を刈詠とした相肢対応、斬任管理者向けの研修等

3)潜在師・プラチづサス等就業及び転駐促進
協力した体制づくり等)(行政や医癒檀関等

4)人材出向支援医療撮関等から訪問恐護<の出向支援等

5)新忠師採用に向けた取り粗み
(行政や教育檀関等と運携協力した体制づ(り等)

6)訪問垣こ関する情報分析(地域の訪問看蹟の実態調責・分析・課睡把握等)

フ)教育・研修実範体制の組織化
(キャ」アこ応じた研修.個別領域のスキルア、yプ研等d駅修体制整備響

n=37フ

78.5

782

78.0

753

74.0

735

3.訪問看護の質の向上

訪問看護総合支援センターのイメージ

38.2

63.1

C 2026 Japanese NUI'sln冨 Associatlon
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8.全国医療情報プラットフォームにおける看護に関する

情報の標準化、及び実装の推進

●地域医療構想のもと、地域における施設間及び多職種間
連携を促進し、良質な医療を効果的に提供する体缶1.を
構築する必要がある。そのためには、医療DXの推進とし
て、全国医療情報プラットフォームの構築が重要になる。

●ついては、以下に示す看護に関する情報の標準化、及び
全国医療情報プラットフォームへの実装に係る取組みに
ついて、予算措置を講じられたい。

全国医療情報プラットフォームに実装される診療情報提供書を

「患者情報」として拡充し、看護、栄養、りノ壮ごリ等、患者の診療

ケアに係る情報を含める

訪問看護指示書、訪問看護計画書、訪問看護報告書

地域全体での看護に関する情報共有の促進

●患者が療養の場を移行しても、安心して質の高い医療・看護ケアを継続的に受けることができるよう、施設間及び
多職種間の情報連携を促進することが必要である。しかし、病院において、A1やICTを活用した「院外との情報共
有・1窃働(地域の他機関との情報共有システムなど)」に係る取組みは芳しくない。
●国では2030年末までに電子カルテの普及率約100%の達成を目指しており、全国医療情報プラットフォームの
構築にも取り組まれているが、プラットフォームで共有される電子カルテ情報に、看護に関する情報は含まれてい
ない。

●多職種がそれぞれの専門性を発揮しながら、協働して患者を支えていることを踏まえ、文書情報のうちの診療情報
提供書を「患者情報」として拡充し、そこに看護や栄養、りノ＼ピ'リ等、患者の診療・ケアに係る情報を含めることが必
要である。
●医療機関と訪問看護の連携も一層重要になることから、訪問看護に係る情報についても標準化を図り、全国医療
情報プラットフォーム上で効率的に共有できることが求められる。

【A1やICTを活用した看護業務効率化の取組状況や導入意向】 n=3,502

5 2026 ゛aP3nese Nursing Association

店韻胤間のコミユニケーション(チ¥ウトフプリの侵円
インカムなど)

1 院外との儒帷共賓・協伽地峨の他榎閏との脩報共有シス
1 テムなと1

《入院時の情報共有の流れ》

卑J、している

口

田 E直重証

母

1?(略)

尋A検討中・蘭心がある

出典

在宅療養者が入院

鼻A予定はない=回善・不明

日本看護協会「2025年病院看護実態調査」

計画に基づいた訪問看護提供の経過を計画書・報
告書により、入院先の医師・看護師に共有し入院中
の療養支擾に活用

在宅医からの診療情報提供書の共有

【全国医療情報プラットフォームにおける、
看護に係る情報共有の目指す姿】
智の共有に向けたイメージ】 現状では

電子力凡船菊サビスで菊る紛共有゛れてしq'し偏器

出典.臼本看護協会「2040年を見据えた看護提供休制のあり方」1826 Japanese NUI'S川宮 AS$oclatlon
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9.偏在対策等の推進による看護職の確保

●局齢化の進展等によって医療需要が増大する一方、生産
年齢人口は減少の一途をたどっており、看護職の確保は
ますます困難さを増している。

●哥来にわたり、地域で必要な看護提供体制を確保する
ためには、医師偏在の是正に向けた総合的な対策

パッケージのように、看護職の偏在是正に係る総合的な
対策が必要である。
●ついては、看護職についても、総合的な看護師偏在対策
を策定するとともに、推進のために必要な予算措置を講じ
られたい。
・看護師偏在是正プランの策定
・訪問看護、在宅分野等における確保対策の強化

・プラチナナースの活躍推進

・各都道府県における、看護職出向に係る調整機能の整備に

対する支援

・りカレント教育(生涯学習)の支援

・都道府県と大学病院等との連携パートナーシップ協定

偏在対策等の推進による看護職の確保

●高齢化の進展等を背景に医療需要が増大する中、看護職の確保が進められ、2023年の看護職員
就業者数は174.6万人となっナニ。しかしながら、2040年に向けては急激な生産年齢人口の減少が
見込まれており、これまで通り1こ看護職の「数」を確保し続けることは困難である。
●地域単位で看護職を育成・確保、共有するという考え方のもと、看護職の領域・地域別偏在の是正
を図ることが重要であり、医師と同様に、看護職の偏在是正に向けた総合的な対策を計画的に進め
る必要がある。

旗の給 県・二次医

韻職員総数が丕足すると
推計された都道府県

(2025年の"艦員縮要数が2016年の供給
数を上回る)

3

不足儀向tネ都道府県ごとにり、
市部( )で不足阜

し、

■看護職の多くは病院に所属しており、特に訪問看護事業所では
人材確保が困難

大きく、人材保が困鰹は儒0訪

ごとに整笑がある

君 総数が五足されると
推計された都道府県

(2016年の供給数より2025年の"岨畷貝

府要数が少なし、)

1

病院看師偏在指標=

0.6
病院+有床診療所+
精神病床+無床診療所

〆二次医療単位でネ、総数が不足
傾向の圏城もある.
ノ多くの一次 で,訪 等
につい不足傾向.

介頗保険サーヒス等 17.3 18.フ 1.515.0

保急を所・市町村・字校養
13.411.5 0.313.6

威所等

都道府県ナースセンターにおける額域別綴駐員の求人倍牢(2020年度)を比較

ーー之ヨン^衷厶債墨が三2亘債工母太すると、訪閏 (i十算式)

出典:第2回(令和6年8月8日)地域医療構想及ぴ医療計画等に関する検討会資料1

心 2026 JaP3nese Nulsln套 Assoclation

地域の人口÷10万X地域の

2016年

134.8

■病院看護師の偏在状況を可視化するため、A県の二次医療
圏別の病院看護師偏在指標を算出

2

2020

136.0

4.フ 4.5

3

2025年幽 j

136.5

実人刻常勤換の病院君師数

化受療牢比

6.8

A県全体

a医療圏

b医療圏

C医療圏

d医療圏

e医療圏

f医療圏

g医療圏

h医療圏

※医師偏在指標の算定式を参考に、日本看護協会にて、二次
医療圏別の病院看護師偏在指標を独自に算出

3 -2

需要増大

20

病院看.師の偏在指標

【常勤換算】【実人数】

580.97(全国691.10) 547.61(全国654.13)

496.06 437.11

358.92368.10

604.88 569.14

483.99523.15

591.8863635

527.1255835

500.67 47フ.93

622.51 595.61

(万人)

11.3



10.看護職の就業促進・潜在化防止に向けたシームレス

な支援の強化

●今後、医療提供体制の再編,統合や「多様で柔軟な働き方」の
広がり1こ伴い、看護職の雇用の流動化がさらに進むことが想定

される。看護職の就業支援・潜在化防止を確実に進めるため、

従来からの無料職業紹介の強化に加え、幅広い二ーズに対応
した地域における看護人材確保の支援体制.を検討し、整備さ
れたい。
・各都道府県における看護職出向に係る調整機能の整備
・医療機関等の臨時就業二ーズに応じた看護職の就業あっせん等

. 上記の支援を都道府県ナースセンターで地域の実情に応じ効
果的・効率的に実施できるよう活動基盤整備のための財政措
置を実現されたい。

看護職の就業促進・潜在化防止に向けたシームレスな支援の強化

・あらたな地域医療構想における医療機関機能の見直しに伴い看護職の就業の場が変化し、雇用の流動化が進むと想定される。ニーズ
の変化に対応したスムーズな看護労働移動のため、無料職業紹介事業を強化し、人材確保・潜在化防止につながる支援が必要である。

・あわせて、看護職が就業先の状況や自身のライフステージが変わっても潜在化せず働き続けられるよう、看護職出向の調整機能整備に
対する支援や、医療機関等の臨時就業二ーズに応じ看護職を紹介する支援など、あらたな就業支援の仕組みも整備していく必要がある

急性期拠点機能の確保に向けた議論の進め方

*急性期拠点能の数については、20~30万人に1医療機関を目安

2026年【協議の開始】人口構成や想定される医療需要等を踏まえ、地域医療構想調整会議において集約化に向けた議論

し、連携・再編・集約化の方向性を定め、役割分担の取組を進める^
2028年頃 2028 .

う 2026 Japa"巳5e Nursmg Associ8tion

2035年

あらたな就業支援の取り組み事例

京都府看護職連携キャリア支援センター(京都府看護協会内に設置)

在籍型人材交流プログラム

■事業概要
京都府全域の医療・介護・福祉施設及び看護職養成機関等に在籍し
ている看護職に対して、在籍による他施設等への出向の機会を提供
し、施設問の人材交流及び看護職のキャリア形咸を目指す

■事業の流れ(イメージ図)

畳処てljー21・ンター

2035

蛭●不隻

^^

出向応霞
出向元)

晒東人弊焦が
あることを適絡

゛ノ

https://WWW.kYokan号0・career.jp/pr0客ram/

公益社団法人愛知県看護協会、愛知県ナースセンター

スポットナース事業

■業概要
医療機関等の臨時就業二ーズに応じて、働きたい時問帯に短時間・
単発の就労を希望する看護職員を紹介し、医療機関等の人手不足
を解消する短期就労支援事業。

臣事業の流れ(イメージ図)

出典:第9回地城医療犠想及び医療計画等に関する検討会
資料IP43より一部抜粋

応弄者のプロ
イールを硫
樫用決
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11.ナースセンターの禾1.便性向上・機台朗金化

. 看護職が専門職として自己研讃し働き続けるための資質向上・

キャリア形成の支援ツールとして、全国共通のポートフォリオ機
能をNCCS(ナースセンター・コンピューター・システム)で活用で

きるよう、基盤整備に取り組まれたい。

求職者・求人施設の利便性向上ならびにマッチングの質向上
のため、ナースセンターのサービスにおけるA1の活用について

ハローワークにおけるA1活用実証事業を参考に、導入を検討さ

れたい。

看護職の求職者と求人施設の迅速なマッチング支援に向け、
ナースセンターとハローワーク間の情報連携において、国のガ
イドラインに準拠した安全・円滑な方法を標準とされたい。

.

.

ナースセンターの利便性向上・機能強化

医療従事者届出システム経由の「看護職キャリア情報」1こ加え、今後の「目標」「キャリアビジョン」等のホートフォリオ情報をNUPS1こ付
加することにより、看護職が就業先の状況や自身のライフステージが変わっても働き続けるためのキャリアポートフォリオを構築できる。
ナースセンターにおいても、求職者の資質向上・キャリア形成に向けた支援に活用可能となる他、中小規模病院や介護施設等におけ
る看護人材育成体制の整備・看護管理者のマネジメント支援に役立つ。【図1】

都道府県ナースセンターは、無料職業紹介事業だけでも職員1名あたり年平均700件以上の相談に対応している。一方、都道府県ナー

スセンターの職員配置は中央値5.7人、3人未満(最小17人)の県もあり、少人数で求人施設のマッチング支援や復職研修など多様な

業務に対応している。迅速な紹介など、ナースセンターのさらなるサービスの品質向上のためにも、令和7年度のハローワークにおける

A1活用実証事業を参考に、求職者へのコンシェルジュ機能※や、職員が求人施設に対し応募可能性の高い求人例や求人条件緩和策
を提案する等のA1を利活用した支援の検討が必要である。【表1、図2】

※チャットボットにより求職活動の進め方などの質問に応答し、必要なサイトの案内やハローワークへの誘導等を行う機能

現行のNC・HW連携の実施要領では、求職者・求人施設の情報連携の方法は「電子メールまたは郵送」で行うこととなっている。今後、

NCとHWの迅速な惰報共有に向けては電子メールの利用が想定され、NCからHWへの個人情報を含むメール送信は年問5,000件~
10,000件程度と見込まれる。メール送信の都度セキュリティリスクが発生することを踏まえると、総務省「テレワークセキュリティガイドラ
イン」第5版令和3年5月)1こて機密性のあるファイルの安全な送付方法として示されたクラウドストレージ等のファイル共有サービスを

利用することでりスク軽減が図れる。

皿図1 ポートフォリオ機能の追加・活用

C 2026 Japanese Nursing AS50clation

昂幻駒倶,スセノター

ιナスセノタコノ

ピユタノスフノ】

■表1 看護職に対する無料職業紹介に関する相談件数

回答数平均値中値

41947 1,9134

55529 4,369

20

最大値最小値

人/年相談者数(実人数) 53 12.229

回ノ年相談対庄回数(絡回数 25.32047 160

回ノ人一人当たりの大対応回数 6923.647 4

人ノ年相談後の就業者数実人数 282.2 220 2847 1.091

出所・2024年度中央ナースセンター事業報告書

皿図2 都道府県ナースセンター職員数(常勤換算)
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厚生労働省

労働基準局長

岸本武史殿

少子高齢化が進展し生産年齢人口が減少する中で、労働者の確保に向け、どのような勤務

形態であっても、一人ひとりの労働者が健康を保ちながら就業が継続できるよう労働環境を整
えていく必要があります。

特に労働負荷の高い夜勤・交代制勤務を行う労働者にっいては、医療・介護等の現場にお

いて人材確保が困難となっており、労働者の健康と安全に配慮した施策の充実が求められま

す。また、メンタルヘルス不調、仕事と治療の両立、高年齢労働者や女性労働者の健康づくり

等、多様化する二ーズに対応した産業保健の実施体制整備が喫緊の課題です。

すべての労働者が年齢や働き方に関わらず、いきいきと働き続けられるよう令和9年度の

予算案等の作成や政策の検討にあたり、以下の事項にっいて格別のご高配を賜りますよう要
望いたします。

令和9年度予算・政策に関する要望書

令和8年3月5日

労働基準法の改正に向けた検討

・勤務間インターバル制度導入の義務化

・夜勤時間数に応じた法定労働時間の短縮

2.産業保健に関わる保健師等の法的な位置づけの明確化と保健師の活用の推進

要望事項

火山智会長
臼
南
手

、
、
、
、
0
棚
陶

症

奨
予

、
Υ団 董看本益ノム







厚生労働省

雇用環境・均等局長

田中佐智子殿

少子高齢化が進展し、生産年齢人口が減少する中で、ライフステージや働き方を問わず、

健康とワーク・ライフ・バランスを確保し、いきいきと働き続けられる環境整備が急務です。

特に労働負荷の高い夜勤・交代制勤務を行う労働者の、健康と安全の確保に向けた夜勤

負担軽減は喫緊の課題です。さらに、育児・介護等と仕事の両立支援や、育児休業者の勤務

を代替する職員への支援など、再就業や就業継続に向けた施策の推進は欠かせません。

そのため、令和 9年度の予算案等の作成や政策の検討にあたっては、以下の事項にっい

て格別のご高配を賜りますよう要望いたします。

令和9年度予算・政策に関する要望書

令和8年3月5日

公益社団法人日本看護協会

会長秋山智予

夜勤・交代制勤務者の負担軽減策の実施

両立支援等助成金における「深夜業の制限」に関する職場支援の拡充

介護のための所定労働時間短縮の措置義務化

長護臼
棚崩
笈向嵩

要望事項

1
 
2
 
3











令和8年3月10日

文部科学省

高等教育局長合田哲雄殿

公益社団法人日本看護協会

会 長 秋山智

令和9年度予算・政策に関する要望書

高齢化の進展に伴う患者像の複雑化、地域包括ケアシステムの推進により、人々の療養の

場が広がっています。これらの変化等に対応するため、保健師助産師看護師学校養成所指

定規則が改正され、令和4年度から看護師・保健師・助産師課程に必要な単位数がそれぞれ

引き上げられました。しかしながら、看護系大学においては、学部において保健師や助産師教

育と併せて看護師教育を行う統合カリキュラムが末だに多くを占めています。各課程に必要な

単位の読み替えを行っており、看護師・保健師・助産師いずれの教育においても十分な時間

を確保できないことから、卒業までに必要な学びや経験ができなかったり、到達レベルに達し

ていない学生が少なくない状況があります。

我が国において労働人口が急速に減少する中、複雑な背景をもつ多くの患者、療養者、妊

婦及びじょく婦の保健・医療ニーズに対応し続けるためには、保健師・助産師・看護師一人ひ

とりが高い実践能力を有していることが不可欠です。少子化及び大学志向の高まりにより、近

年、看護系大学は看護師等養成所を上回る卒業生を輩出しています。看護師養成所におい

ては受験者数・定員充足率が大幅に低下しており、看護職養成における大学・大学院の役割

は益々重要となっています。

社会から期待される役割を果たせる保健師・助産師・看護師を確保しつづけるため、令和9

年度予算案等の編成、政策の策定にあたっては、以下の事項につきまして、格別のご高配を

賜りますよう要望いたします。

要望事項

1.大学における4年間の看護師基礎教育の推進

2．保健師基礎教育の大学院化

3.助産師基礎教育の大学院化
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